
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
二
五

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

四
二
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

四
二
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

四
二
六

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

四
二
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

四
二
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

四
二
八

公

告

○
地
方
税
法
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
件

四
二
八

○
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
件

四
二
九

○
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
二
件

四
二
九

規

則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
三
号

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
特
定
退
職
者
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

３

受
給
資
格
に
係
る
退
職
の
日
が
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
附
則

第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
離
職
の
日
に
相
当
す
る
期
間
内
で
あ
る
者
に
係
る
第
十
三
条
の
二
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
一

条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
規
則
第
三
十
六
条
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）

に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
降
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
二
年
八
月
四

日
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県

中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
経
済
環
境
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

な
が
ぬ
ま
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

福
島
県
須
賀
川
市
志
茂
字
六
角
六
五
番
地

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所

（
変
更
前
）
協
同
組
合
な
が
ぬ
ま
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

代
表
理
事

遠
藤

吉
光

福
島
県
須
賀
川
市
志
茂
字
六
角
六
五
番
地

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

辻
田

泰
徳

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
三
号

（
変
更
後
）
協
同
組
合
な
が
ぬ
ま
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

代
表
理
事

遠
藤

吉
光

福
島
県
須
賀
川
市
志
茂
字
六
角
六
五
番
地

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

辻
田

泰
徳

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
番
地
一

三

変
更
し
た
年
月
日

令
和
二
年
六
月
一
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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四

届
出
年
月
日

令
和
二
年
七
月
十
六
日

五

届
出
を
し
た
者

協
同
組
合
な
が
ぬ
ま
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
の
新
設
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
二
年

八
月
四
日
か
ら
同
年
九
月
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松
Ａ
エ
リ
ア

福
島
県
二
本
松
市
作
田
二
四
〇
番
ほ
か
四
十
九
筆

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松
Ｂ
エ
リ
ア

福
島
県
二
本
松
市
作
田
二
二
番
一
ほ
か
七
十
五
筆

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
本
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

交
通
に
係
る
事
項

㈠

道
路
の
渋
滞
対
策
並
び
に
交
通
事
故
の
未
然
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と

交
差
点
⑴
に
北
東
側
か
ら
向
か
っ
て
き
た
場
合
、
オ
フ
ラ
ン
プ
を
通
り
国
道
四
五
九
号
に
右

折
し
て
合
流
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
右
折
す
る
の
に
時
間
が
か
か
り
渋
滞
が
発
生
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
オ
フ
ラ
ン
プ
の
部
分
が
渋
滞
に
な
る
と
、
国
道
四
号
ま
で
車
が
連
な
り
、
走
行
中
の

車
と
待
機
中
の
車
で
事
故
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ガ
ー
ド
マ
ン
を
配
置
し
、
事
故
発

生
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

交
差
点
⑵
に
北
側
か
ら
向
か
っ
て
き
て
右
折
す
る
場
合
、
右
折
レ
ー
ン
が
無
い
た
め
渋
滞
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
交
差
点
⑵
で
は
右
折
せ
ず
に
、
交
差
点
⑼
で
右
折
す
る
よ
う
に
す
る
対

応
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
交
差
点
⑼
に
お
い
て
北
側
か
ら
来
て
右
折
す
る
車
だ
け
で
な

く
、
南
側
か
ら
来
て
左
折
す
る
車
が
あ
り
、
右
折
が
円
滑
に
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

ガ
ー
ド
マ
ン
を
配
置
し
、
円
滑
な
交
通
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
各
交
差
点
に
つ
い
て
は
、
別
紙
「
令
和
二
年
二
月
七
日

大
店
立
地
法
に
係
る
計
画
概
要
説

明
会
（
メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松
に
関
す
る
説
明
会
）
資
料
五
十
三
ペ
ー
ジ
」
参
照
）

㈡

開
発
道
路
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
、
所
轄
警
察
署
、
地
元
住
民
等
関
係
者
と
十
分
協
議

の
上
、
適
正
に
配
置
す
る
こ
と
。

２

防
犯
対
策
に
係
る
事
項

㈠

封
鎖
す
る
た
め
の
器
具
が
人
の
手
で
移
動
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
営
業
時
間
外
に
お

け
る
出
入
口
封
鎖
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。

㈡

店
舗
内
お
よ
び
出
入
口
の
ほ
か
に
、
駐
車
場
を
撮
影
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
。

㈢

犯
罪
の
抑
止
効
果
を
高
め
る
た
め
、
「
防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中
」
の
看
板
を
来
客
の
目
に
つ
く

場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
私
服
警
備
員
だ
け
で
な
く
、
制
服
整
備
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

㈣

騒
音
苦
情
対
策
（
駐
車
場
に
お
け
る
速
度
抑
止
も
含
む
）
や
改
造
車
両
等
が
集
ま
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
、
駐
車
場
内
に
減
速
帯
を
設
置
す
る
こ
と
。

㈤

拡
幅
道
路
に
か
か
る
既
設
街
路
灯
の
代
替
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
元
要
望
も
あ
る
た
め
、
今

後
道
路
管
理
者
と
協
議
す
る
こ
と
。

３

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

㈠

騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
の
特
定
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
、
ま
た
は

特
定
建
設
作
業
に
該
当
す
る
建
設
工
事
を
実
施
す
る
場
合
は
、
市
へ
届
出
を
行
い
、
規
制
基
準

を
遵
守
す
る
こ
と
。

㈡

近
隣
住
民
等
に
よ
り
公
害
に
関
す
る
苦
情
の
申
し
立
て
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
迅
速
か
つ

真
摯
に
対
応
す
る
こ
と
。

４

廃
棄
物
の
発
生
に
係
る
事
項

排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
に
関
し
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
適
正

に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
減
量
化
・
資
源
化
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

５

街
並
み
に
か
か
る
事
項

特
に
意
見
な
し
。

（
「
別
紙
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
会
津

町
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年

七
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
三
和
町
下
市
萱
字
片
岸
二
四
九
の
一
、
二
五
〇
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
野
上

変
更
前

八
・
八
〜

二
〇
〇
・
〇

二
八
八
号

字
湯
の
神
二
八
四
番
地
先

一
四
・
四

か
ら

同

郡
同

町
大
字
野
上

変
更
後

八
・
八
〜

二
〇
〇
・
〇

字
湯
の
神
三
二
七
番
地
先

二
一
・
二

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
い
わ

い
わ
き
市
遠
野
町
深
山
田

変
更
前

九
・
八
〜

六
六
二
・
三

き
石
川
線

字
沢
繋
一
一
七
番
二
地
先

七
〇
・
〇

か
ら

同

市
遠
野
町
深
山
田

変
更
後

一
二
・
〇
〜

六
六
二
・
三

字
沢
繋
一
二
〇
番
一
八
地

七
〇
・
〇

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
い
わ

い
わ
き
市
遠
野
町
深
山
田

変
更
前

一
二
・
〇
〜

六
六
二
・
三

き
石
川
線

字
沢
繋
一
一
七
番
二
地
先

七
〇
・
〇

か
ら

同

市
遠
野
町
深
山
田

変
更
後

一
二
・
〇
〜

六
六
二
・
三

字
沢
繋
一
二
〇
番
一
八
地

三
一
・
九

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
飯
野

本
宮
市
稲
沢
字
平
田
石
一

変
更
前

一
一
・
〇
〜

二
三
五
・
〇

三
春
石
川

六
五
番
一
地
先
か
ら

一
三
〇
・
〇

線

同

市
稲
沢
字
平
田
石
五

五
番
二
八
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
〇
〜

一
八
〇
・
〇

八
九
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
い
わ
き
石
川
線

い
わ
き
市
遠
野
町
深
山
田
字
沢
繋
一
一

令
和
二
年
八
月
四
日

七
番
二
地
先
か
ら

同

市
遠
野
町
深
山
田
字
沢
繋
一
二

〇
番
一
八
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
飯
野
三
春
石
川
線

本
宮
市
稲
沢
字
平
田
石
一
六
五
番
一
地

令
和
二
年
八
月
四
日

先
か
ら

同

市
稲
沢
字
平
田
石
五
五
番
二
八
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
二
年
八
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
飯
野
三
春
石
川
線

本
宮
市
稲
沢
字
研
石
二
四
番
四
地
先
か

令
和
二
年
八
月
四
日

ら同

市
稲
沢
字
研
石
三
〇
番
六
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
六
十
二
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

の
所
在
地

株
式
会
社
渡
部
商

目
黒

洋

会
津
若
松
市
城
西
町
八
番
六

令
和
二
年
六
月
三
十

会

六
号

日

（
税

務

課
）
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公
告
第
百
六
十
三
号

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
四
十
九
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

試
験
日
時

令
和
二
年
十
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

け
ん
し
ん
郡
山
文
化
セ
ン
タ
ー
集
会
室
・
第
三
会
議
室
・
第
四
会
議
室
（
郡
山
市
堤
下
町
一
番
二

号
）た

だ
し
、
出
願
者
数
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
施
設
利
用
制
限
人
数
を

上
回
る
場
合
、
次
の
場
所
を
追
加
す
る
こ
と
が
あ
る
。

郡
山
市
労
働
福
祉
会
館
大
ホ
ー
ル
（
郡
山
市
虎
丸
町
七
番
七
号
）

三

受
験
願
書
の
提
出
期
間

令
和
二
年
八
月
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
九
月
七
日
（
月
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、

同
日
付
け
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

四

受
験
願
書
の
提
出
先

最
寄
り
の
福
島
県
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
と
す
る
。

五

受
験
手
数
料

八
千
百
円
と
し
、
相
当
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消
印
は

し
な
い
こ
と
。
）
。

六

そ
の
他

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
企
業
立
地
課
又
は
各
福
島
県
地

方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
郵
送
に
よ
り
照
会
す

る
場
合
は
、
宛
先
明
記
の
八
十
四
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
又
は
返
信
用
は
が
き
を
必
ず
同
封

す
る
こ
と
。

（
企
業
立
地
課
）

公
告
第
百
六
十
四
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
岡
川
に
係

る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十

四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事

務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
公
告
第
百
七
十
六
号
）
（
富
岡
川

水
系
富
岡
川
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）

公
告
第
百
六
十
五
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
塩
川
に
係

る
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
指
定
の
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
並
び
に
水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十

四
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
計
画
降
雨
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ

れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
。

こ
の
指
定
に
係
る
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
整
備
課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設

事
務
所
企
画
管
理
部
管
理
課
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
河
川
整
備
課
）


